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番号

資料名・項目 質問内容 回答

洗濯について、広島県内に工場有する業
者に限りますでしょうか。

広島県内に限りません。

また、医療関連サービスマーク有する業
者に限りますでしょうか。

平成5年2月15日付け厚生省健康政策局指
導課長通知のとおり、厚生労働省令で定
める基準に適合している者であれば、医
療関連サービスマークの交付を受けてい
ないものに委託することは差し支えあり
ません。

2
仕様書
8.業務の実施体制
 (1) 業務人数及び時間

平日短くとも９時から１６時までの勤務
とありますが、平日毎日でしょうか。月
水金等の変則勤務でも問題ないでしょう
か。

平日は毎日の勤務とします。
なお、実際の業務実施状況をみながら、
隔日勤務や病棟別に対応する曜日を決め
るなどの変則的な運用について、協議の
うえ決定するものと考えています。

3
仕様書
8.業務の実施体制
 (1) 業務人数及び時間

常駐させる従事者について、派遣や委託
でも問題ないでしょうか。

問題ありません。

4
仕様書
9.手数料
 (2)

受付業務手数料の他に行政財産使用料等
の発生はございますでしょうか。

記載しているもののほかに手数料等は発
生しません。

5
実施要領
8.提案書の評価基準
 1.会社概要・実績

入院セット提供業務の実績は広島県内の
実績を指しますでしょうか。

広島県内の実績に限りません。

　　　　　　　　　公立みつぎ総合病院入院セット提供業務公募型プロポーザル

　　　　　　　　　に関する質問書に対する回答

1
仕様書
10.業務委託の取扱い


